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特定非営利活動法人 成年後見センターもだま 
 
〒525-0027  草津市野村八丁目 5 番 19 号        

ｻﾆｰﾊｲﾂﾋﾟｱ 105 号室 

            TEL：077-598-0246   FAX：077-598-0888 

            E-mail modama.npo@triton.ocn.ne.jp 

平成 ２ ８ 年 ４月発行 

月発行 

新たな課題に向かって 

 
    理事（事務局長）伊藤 健一  

「成年後見センターもだま」は、本年4月1日で９年目を迎えました。 

守山市で産声を上げ、地道に活動を続けて、その基礎をつくりあげた４年間を創成期の第

１ステップとすると、その後草津市に事務所を移し、成年後見のニーズの高まりとともに

拡大・発展した４年間を、成長期の第２ステップとして、これまで力強く歩み続けてきま

した。 

そしてこの9年目を迎えた時に、「もだま」がスタートした時から、「もだま」の基礎

づくりとその拡大・発展に大きく貢献され、これらの２つの期間、８年間を歩んでこられ

た前所長園田まさみさんが３月３１日で退職されました。４月１日からは山本留美が所長

として就任し、新たなスタートを切ることになりました。どうかこれからも皆様のご支援、

ご協力を宜しくお願い致します。 

ところで、成年後見制度の必要性が従来にも増して認識され、制度を検討したい、利用

したいという方々がますます増加しています。それとともに現状の成年後見制度に内在す

る課題が指摘されるようになってきました。身上監護の重要性、死後の事務、医療に関す

る事務など制度の谷間や、民法で謳われている被後見人の意思の尊重の重要性など権利擁

護の面から見直す動きが出てきています。 

支援を必要とする方々の意思を損なうことなく、より人間らしく生きていくために、差

別解消法による合理的な配慮と被後見人等の本人の意思を尊重した、意思決定支援が今後

の支援の基本となっていくと言われています。 

今後、「もだま」にとって、新しい体制の下で、新しい視点に立った成年後見制度への

取り組みという新たな課題に向かって、権利擁護の視点をさらに深め、支援の質を高めて

いくなど変革をともなう展開が必要とされ、新たな第３ステップへと踏み出すことが求め

られています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退 職 と 新 任 の ご 挨 拶 

退 職 の ご 挨 拶 

うららかな陽気に心躍るこの頃です。 

さて私は、法人の設立・認証後の平成２０年１月より相談員として活動してまい

りましたが、去る３月末日をもって退職させていただきました。 

もだまの設立にご尽力いただきました「蛍の里」の家族会や関係者の皆様方の切

なる願い「親亡きあと」を託され、暗中模索のスタートでしたが、会員・役員の皆

様をはじめ、関係機関、団体、行政の方々のお力添えをいただきひたすら邁進。私

なりに無事に任務を終えることができたと安堵するとともに感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当にありがとうございました。 

４月から、セカンドライフ一年生です。真新しい視点でもだまを見守り、応援し

ていきたいと思っております。もだまの益々のご発展を心からお祈り申しあげます。 

 

園田まさみ  

新 任 の ご 挨 拶 

４月から、もだまの所長として就任しました山本留美と申します。 

前所長の園田さんは、設立当初から今日まで、もだまの発展のために走り続け

てこられました。そんなとても大きな存在の方から受け取ったバトンは、未熟な

私にはとても重く、戸惑うことが多い毎日です。 

私には、取り柄も特別な経歴もないため、皆様方にはご心配をおかけしてしま

うと思いますが、理事・職員の力を借りながら、障がいのある方々や高齢の方々

の権利擁護支援に、誠実に丁寧に取り組み、当事者の方々やご家族の信頼を得ら

れるよう努力してまいります。 

会員の皆様や関係者の皆様方には、今後とも、もだまへのご支援・ご指導を賜

りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

山本 留美  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉新聞 

(H26.9.8発刊) 去る、２月１３、１４日 第７回全国権利擁護支援フォーラムが開催されました。 

「判断能力が十分でない成年者の人権保障と自己決定支援・自己人生創造希求権－憲法学の

立場から－」というテーマで同志社大学法科大学院竹中教授のご講演を聴き、基本的人権の保

障を具体的に確認することができました。「障害者差別解消法と権利擁護」という企画では当

事者から“誰のための法律であるのか、本人が知らないと本人のためにならない。私たちのこ

とを私たちがいないところで決めないでほしい”という切実な思いをお聞きすることができま

した。 

もだまも支援の実践者として、障害者差別解消法の理解をふまえ、改めて意思決定支援のあ

り方、本人の意思を引き出すための方法を探しながら、意思決定を助けるために配慮し、活動

を行っていかなければならないと感じています。 

 

そこで、この度のもだま第９回通常総会後、講演会として当法人副理事長である龍谷大学准

教授山田容氏に、『「最善の選択」って何だろう？』をテーマにお話しいただきたく機会を作

らせていただきました。 

意思決定支援 と 障害者差別解消法 について  

理解 を深める！ 
 

第 9回 通常総会と講演会のご案内 

● 場所 ウィングプラザ ４F研修室 D 

栗東市綣２丁目４番５号（ＪＲ栗東駅前 徒歩２分） 

● 日時 ５月２９日（日） 

《総 会》  午後１時～２時 

《講演会》  午後２時半～４時 

講師  龍谷大学 准教授  

        山田 容 氏 

テーマ 「最善の選択」って何だろう？ 

 

＊ 講演会参加ご希望の方は チラシについている申込書にて 

電話、メール、FAXで申込みお願いします。 

全国権利擁護支援ネットワーク主催研修会参加報告 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

※ご入会・ご支援の申込みは、所定の振込用紙がありますので事務局までご連絡下さい。 

 ●正会員年会費●         ●賛助会員年会費● 

個人1口  ３，０００円     個人1口 ２，０００円 

団体1口 １０，０００円     団体1口 ５，０００円 

 

★ 会員募集 ★ 
 

「もだま」の活動趣旨にご賛同いただける方を募集しています。 

個人、団体を問わず皆様の入会を心よりお待ちいたしております 

＜守山会場＞ 

日時:6月 7日（火）13時 30分～16時 

会場:すこやかセンター 

３階 講習室 

 

＜野洲会場＞ 

日時:7月 13日（水）13時 30分～16時 

会場:野洲市健康福祉センター 

３階 研修室 

 

＜草津会場＞ 

日時:8月 10日（水）13時 30分～16時 

会場:志津市民センター 

大会議室 

出張相談会の報告 成年後見制度に関する 

平成２７年度新規事業である出張相談会が終了しました。身近な地域で気軽に相談が受けられるようにと

の想いではじめたこの出張相談会は守山市・栗東市・野洲市の３か所で計９回開催し、４４名の方のご相

談をお受けいたしました。「将来が不安で、制度について知っておきたい」「制度の利用を検討していて、

手続きの方法を知りたい」など様々な相談がありました。また、アンケートには３７名の方にご協力いた

だき、内３２名の方に大変良かったとの感想をいただきました。このような相談会について３６名の方に

今後の開催について必要だと回答いただきました。今年度は守山・栗東・野洲会場に加え、草津会場での

開催も予定しておりますので、よろしくお願いします。 

相談無料 

予約不要 

秘密厳守 

 

＜ 来場者 実績報告 ＞ 

  守山 栗東 野洲 合計 

高齢 4 12 10 26 

障がい 11 1 6 18 

合計 15 13 16 44 

 

＜栗東会場＞ 

日時:9月 12日（月）13時 30分～16時 

会場:栗東市役所 

第２会議室 

平成 28年度 上期 出張相談会の予定 


